
消 防 消 第 ５ ７ 号

平 成 １ ４ 年 ３ 月 ２ ５ 日

各 都 道 府 県 知 事 殿

消 防 庁 次 長

市 （ 町 村 ） 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 （ 例 ） の 一 部 改 正

に つ い て

厚 生 年 金 保 険 制 度 及 び 農 林 漁 業 団 体 職 員 共 済 組 合 制 度 の 統 合 を 図 る た め の 農 林

漁 業 団 体 職 員 共 済 組 合 法 等 を 廃 止 す る 等 の 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の 整 備 等 に

関 す る 政 令 （ 平 成 １ ４ 年 政 令 第 ４ ３ 号 ） が 平 成 １ ４ 年 ３ 月 １ ３ 日 に 公 布 さ れ 、 同

年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 さ れ る こ と に 伴 い 、 別 紙 の と お り 市 （ 町 村 ） 消 防 団 員 等 公 務

災 害 補 償 条 例 （ 例 ） の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 例 ） を 送 付 し ま す の で 、 貴 都 道 府 県

内 の 市 町 村 及 び 関 係 一 部 事 務 組 合 並 び に 水 害 予 防 組 合 に 周 知 願 い ま す 。
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